
【別紙１】

随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　　　　　建設局西水環境センター施設課　　　　　　　　　　　　　　（電話番号　078-752-5017 ）

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随 意 契 約 の 理 由

　今回改修を行うケーキコンベヤは、汚水処理の過程で発生した脱水ケーキの運搬・場外排出を行うための設備であ
る。
　適切に汚水処理を行うためには汚泥処分を欠かすことが出来ず、本設備は汚水処理において最も重要な設備の一つ
である。
　本設備は設置後約15年が経過し、汚泥の漏れやスクリューの腐食等、経年による機能の劣化が生じているため、今
後も継続して安定した運転を行うために、部品取替を含む改修を実施する必要がある。
　本設備は、月島機械株式会社(現：月島JFEアクアソリューション株式会社)により設計・製造され、本業務を行うために
は製造会社しか知りえない技術資料及び総合的な調整・整備のノウハウを有している必要があるため、当該機器の製
造会社しか履行することができない。
　製造会社である月島JFEアクアソリューション株式会社は、メンテナンス部門にかかる業務をグループ会社である上記
業者に事業譲渡しているため、本業務は上記業者しか履行することができない。
　以上の理由により、上記業者と随意契約を行うものである。

垂水処理場 ２－３号ケーキコンベヤ改修

月島ジェイテクノメンテサービス株式会社


